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●持参するもの
・国保に加入する場合…社会保険の資格喪失
日を確認できるもの（資格喪失証明書、離
職票など）。

・国保を脱退する場合…国保と職場の健康保
険の両方の保険証
※いずれも子ども医療の対象者がいる場合
は、子ども医療受給者証もご持参ください。

●加入の届け出が遅れると…保険証がないた
め、その間の医療費はいったん全額自己負担
することになります。

　　また、国保税は加入の届け出をした月から
ではなく、資格を取得した月までさかのぼっ
て納める必要があります。
●脱退の届け出が遅れると…新しく加入した保
険の保険料と国保税を、二重に納めてしまう
ことになります。
　　また、職場の健康保険などへ加入した後に
国保の保険証を使って受診すると、国保が負
担した分の医療費を返納していただく場合が
あります。

国保の加入・脱退には届け出が必要です！

【問い合わせ先】本庁・保険年金課国民健康保険係（内線1133）

　職場の健康保険（社会保険や健康保険組合など）に加入している人や後期高齢者医療制度の
対象となる人、生活保護を受けている人以外は、国民健康保険（国保）に加入することになり
ます。また、新たに国保に加入する場合や就職などにより脱退するときは、届け出が必要です。

農業委員会からのお知らせ農業委員会からのお知らせ農業委員会からのお知らせ農業委員会からのお知らせ

　平成23年度の農業労働賃金標準額が下表のと
おり決まりました。これらの額は、それぞれ４
月１日㊎から適用されます。

　農地を宅地や駐車場、植林など農地以外のも
のに転用するときは、事前に農地法による許可
を受けなければなりません。
〔転用許可申請の手続き〕
●自分が所有する農地を転用する場合は、転用
する本人が申請してください。

●他人所有の農地を買ったり借りたりして転用
する場合は、農地の所有者と転用する本人が
申請してください。

■手続き方法＝本庁（別館）・農業委員会事務局
または牛深支所・産業振興課、その他の支所・
産業建設課に備え付けの申請書に必要事項を
記入し、同所へ提出してください。なお、添
付しなければならない書類もありますので、
期日に余裕をもって事前にご相談ください。

※申請書などは、市のホームページにも掲載し
ています。

■受付期間＝毎月５日から10日まで。
〔標準的な処理期間〕
　　申請書を受け付けて、農業委員会総会で審
議し、通常は翌月の下旬に県知事から許可証
が交付されます。

【問い合わせ先】本庁（別館）・農業委員会事務局農地庶務係（内線2561）
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　 作 業 内 容 　
あ ら ぐ れ
し ろ か き
あらぐれ・しろかき
水田あと平耕起
水 田 あ と 畝 立
畑 耕 起
田 植 え
刈 り 取 り
刈 り 取 り
稲 脱 穀
稲わら梱包作業
一 般 農 作 業

単 位

30㎏
10a当たり
８時間

標 準 額
6,500円
6,500円
10,000円
5,800円
8,800円
6,000円
5,500円
6,500円
13,000円
500円
5,500円
5,300円
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ａ（
約
１
反
）当
た
り

□農業労働賃金標準額（基盤整備されている田・畑）

農業労働賃金標準額 農地の転用には許可が必要です

※この労働賃金はあくまでも標準であるため、
基盤整備が済んでいない田畑や軽油等の燃料
価格の変動に伴う経費の増加などは、地域の
実情を考慮のうえ、当事者間で決めてくださ
い。なお、営農組合や受託組合などは、それ
ぞれの受託料金が設定されています。　

　

市
で
は
、
熊
本
県
生
活
排
水
処

理
構
想
の
見
直
し
に
合
わ
せ
て
、

市
町
合
併
の
進
展
、
人
口
減
少
時

代
の
到
来
な
ど
社
会
情
勢
の
変
化

を
考
慮
し
、
生
活
排
水
処
理
施
設

の
整
備
手
法
に
つ
い
て
の
「
天
草

市
生
活
排
水
処
理
施
設
整
備
構

想
」
を
策
定
し
て
い
ま
す
。
今
回
、

同
整
備
構
想
（
素
案
）
に
つ
い
て

ご
意
見
を
募
集
し
ま
す
。
な
お
、

こ
の
素
案
は
、
本
庁
・
下
水
道
課

ま
た
は
牛
深
支
所
・
建
設
課
、
そ

の
他
の
支
所
・
産
業
建
設
課
で
閲

覧
で
き
る
ほ
か
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

▼
募
集
期
間
＝
４
月
１
日
㊎
か
ら

同
30
日
㊏
ま
で
。

▼
提
出
方
法
＝
ご
意
見
を
ま
と
め

た
も
の
（
様
式
は
自
由
）
に
、

住
所
・
氏
名
を
記
入
し
、本
庁
・

下
水
道
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
ご
意
見
が
素
案
の

ど
の
部
分
に
関
す
る
も
の
か
、

を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。な
お
、

電
話
や
口
頭
に
よ
る
ご
意
見
は

受
け
付
け
ま
せ
ん
。
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参
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０
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市
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新
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３
５
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３

天
草
市
役
所
・
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道
課

〔
Ｆ
Ａ
Ｘ
〕
㉓
３
４
９
９

〔
電
子
メ
ー
ル
〕gesuidouka@

　

city.am
akusa.lg.jp

※

詳
細
は
本
庁
・
下
水
道
課
（
本

渡
浄
化
セ
ン
タ
ー
内
）☎
㉓
３

４
９
８
へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

市
の
国
民
健
康
保
険
ま
た
は
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し
て

い
る
被
保
険
者
に
「
あ
ん
ま
・
は

り
・
灸
施
術
券
」
を
支
給
し
ま
す
。

施
術
券
は
、
市
が
指
定
す
る
施
術

所
で
利
用
で
き
ま
す
。

▼
助
成
額
＝
１
回
当
た
り
８
０
０

円
。１
回
に
つ
き
１
枚
使
用
可
。

　

国
民
健
康
保
険
加
入
者
は
１
世

帯
年
間
40
枚
ま
で
、
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
加
入
者
に
は
１
人

年
間
20
枚
ま
で
支
給
。

▼
申
込
方
法
＝
必
要
な
人
は
、
本

庁
・
保
険
年
金
課
ま
た
は
牛
深

支
所
・
市
民
福
祉
課
、
そ
の
他

の
支
所
・
総
務
市
民
課
へ
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
持
参
す
る
も
の
＝
国
民
健
康
保

険
被
保
険
者
証
ま
た
は
後
期
高

齢
者
医
療
被
保
険
者
証
。

※

詳
細
は
本
庁
・
保
険
年
金
課（
内

線
１
１
３
３
）
へ
お
尋
ね
く
だ

さ
い
。

　

市
で
は
、「
天
草
市
福
祉
基
金
」

の
一
部
を
活
用
し
て
、
民
間
団
体

や
企
業
、
住
民
組
織
が
創
意
と
工

夫
を
凝
ら
し
て
行
う
自
主
的
な
福

祉
活
動
に
対
し
て
助
成
を
し
て
い

ま
す
。
た
だ
し
、
次
の
事
業
は
除

き
ま
す
。①
個
人
に
金
品
を
支
給

す
る
事
業
②
国
ま
た
は
県
、
市
の

補
助
事
業
③
地
方
公
共
団
体
が
事

業
の
実
施
主
体
と
し
て
行
う
事
業

④
営
利
を
目
的
と
す
る
事
業
。

▼
助
成
金
額
＝
助
成
対
象
経
費
の

２
分
の
１
以
内
の
額
（
１
、０

０
０
円
未
満
は
切
り
捨
て
）で
、

１
件
に
つ
き
年
額
50
万
円
を
限

度
と
し
ま
す
。

▼
申
込
方
法
＝
本
庁
・
社
会
福
祉

課
に
備
え
付
け
の
申
請
書
に
必

要
事
項
を
記
入
し
、
６
月
30
日

㊍
ま
で
に
同
課
へ
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

※

詳
細
は
本
庁
・
社
会
福
祉
課
地

域
福
祉
係
（
内
線
１
４
０
６
）

へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

市
で
は
、
市
政
に
対
す
る
ご
意

見
や
提
案
な
ど
を
「
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
ご
意
見
箱
」
や
「
市
長

へ
の
便
り
」
な
ど
で
随
時
受
け
付

け
て
い
ま
す
。
豊
か
で
住
み
よ
い

天
草
市
づ
く
り
に
つ
な
が
る
よ
う

な
、
建
設
的
な
ご
提
案
を
お
寄
せ

く
だ
さ
い
。

▼
対
象
＝
市
民
で
あ
れ
ば
ど
な
た

で
も
提
案
で
き
ま
す
。

▼
提
案
方
法
＝
便
せ
ん
な
ど
（
様

式
は
自
由
）
に
、
住
所
、
氏
名
、

電
話
番
号
を
記
入
し
、
本
庁
・

秘
書
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

〔
郵
送
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８
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－

８
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３
１

（
住
所
記
載
不
要
）
天
草
市
役

所
・
秘
書
課

〔
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Ｘ
〕
㉒
７
０
１
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〔
電
子
メ
ー
ル
〕

　

hisyoka@
city.am

akusa.lg.jp 
※

詳
細
は
本
庁
・
秘
書
課
秘
書
係

（
内
線
１
２
０
６
）
へ
お
尋
ね

く
だ
さ
い
。

▼
融
資
の
受
付
＝
年
間
を
通
じ
て

融
資
の
申
し
込
み
を
受
け
付
け

て
い
ま
す
。

▼
融
資
期
間
＝
12
カ
月
以
内
。

▼
融
資
対
象
＝
次
の
す
べ
て
に
該

当
す
る
人
。①
市
内
に
店
舗
ま

た
は
事
業
所
を
有
し
、
金
融
機

関
の
貸
し
付
け
の
対
象
と
な
る

中
小
企
業
者
②
同
一
事
業
を
引

き
続
き
１
年
以
上
経
営
し
て
い

る
こ
と
③
市
税
を
完
納
し
て
い

る
こ
と
。

▼
資
金
の
使
途
＝
短
期
運
転
資
金

ま
た
は
設
備
資
金
。

▼
融
資
限
度
額
＝
１
件
に
つ
き
５

０
０
万
円
以
内
。

▼
貸
付
利
率
＝
保
証
付
き
は
、
年

２
・
10
％
（
保
証
料
年
０
・
45

％
〜
１
・
90
％
が
別
途
必
要
）、

保
証
な
し
は
、
年
３
・
10
％
。

▼
申
込
受
付
＝
市
内
の
商
工
会
議

所
ま
た
は
市
商
工
会
で
受
け
付

け
ま
す
。

※

詳
細
は
各
商
工
会
議
所
☎
㉓
２

０
０
１
（
本
渡
）・
☎
73
３
１

４
１
（
牛
深
）
ま
た
は
市
商
工

会
☎
33
２
５
２
５
へ
お
尋
ね
く

だ
さ
い
。

天
草
市
生
活
排
水
処
理
施
設

整
備
構
想（
素
案
）へ
の
意
見
募
集

中
小
企
業
等

　

短
期
資
金
融
資
の
ご
案
内

市
民
提
案
を
募
集
し
ま
す

福
祉
基
金
を

　
　
　
　

ご
利
用
く
だ
さ
い

あ
ん
ま
・
は
り
・
灸
施
術
券
を

　
　
　
　
　
　

支
給
し
ま
す


